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地方 自治 と市町村合併に関す る実証分析 と

その議論*
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1.は じ め に

この 数 年 は,地 方 分 権 改 革 か ら三 位 一 体 改 革 ま で,地 方 自治 体 を取 り巻 く環 境 は急 速 に変 化

して き て い る.当 初 の 地 方 分 権 改 革 で は,い くつ か の 異 論 は あ っ た も の の,基 本 的 に は 住 民 自

治 を尊 重 した 改 革 提 案 が な さ れ,そ の 妥 当性 が 議 論 さ れ て い た.し か し近 年 の 三 位 一 体 改 革 で

は,地 方 分 権 の み な らず 住 民 自 治 の 理 念 に も関 連 す る 改 革 提 案 が な さ れ,多 くの 地 方 自治 体 で

は そ の 財 政 難 に 加 え,少 な くな い 困 惑 に直 面 して い る状 況 に あ る.こ の よ うな 地 方 自治 改 革 の

流 れ の な か で,経 済 学 研 究 で は そ の 意 義 に 関 す る多 くの研 究 が 行 わ れ て きた.本 稿 で は,主 に

財 政 学 ・公 共 経 済 学 と都 市 経 済 学 ・地 域 経 済 学 に 関す る 議 論 を利 用 し て,地 方 自治 と市 町 村 合

併 に関 す る 実 証 分 析 の現 状 と そ の 意 義 につ い て 明 らか に す る こ とが 目的 とな っ て い る.

地 方 自治 体 の 活 動 や組 織 を規 定 す る地 方 自治 法 は,戦 後 改 革 の 一 環 と して 現 在 の原 型 と な る

法 令 が 制 定 され た(五 百 旗 頭[16]).そ の後 に度 重 な る 法 令 改 正 が 行 わ れ,現 在 の地 方 自治 制

度 が 形 成 さ れ た.し か し現 在 の 地 方 自治 制 度 は,昭 和 の 大 合 併 を 経 た 後 の市 町 村 境 界 や 規 模 を

前 提 と した 制 度 設 計 を行 っ て お り,現 在 に実 施 され て い る 大 規 模 な市 町 村 合 併(平 成 の 大 合 併)

が 十 分 に想 定 され て い な い 制 度 で あ る.こ の た め 制 度 的 に前 提 され て い た枠 組 み の変 更 を求 め
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ることになる平成の大合併は,地 方自治体当局者に少な くない驚 きと困惑を与えている.こ の

ように多 くの混乱を与えている点で望ましくない側面がある一方,重 要な問題提起を行ってい

るという意義ある側面 も存在する.そ れは,こ の市町村合併推進政策の議論を通 じて,地 方 自

治 もしくは地方自治体 とは何かを考える大 きな契機 となっていることである.本 稿では,地 方

自治に関する実証分析 と,市 町村合併に関する実証分析の成果を利用 しながら,こ の地方自治

と地方自治体のあ り方について議論 しようと考えている.

本稿の構成は,次 の とお りである.2節 では,地 方分権改革に関連 した実証分析 を利用 して,

日本の地方 自治制度や分権改革,住 民自治に関する議論を紹介す る.こ こでは,(1)そ もそも地

方 自治法は,ど のような地方自治体 を想定 していたのか,そ して実際の自治体の姿 とどのよう

な乖離があったのか,(2)地 方分権改革は,ど のような地方自治体 を実現 しようとしたのか,そ

してその帰結はどの ようなものとなったのか,と いう問題意識の中で議論を行おうと考えてい

る.3節 では,経 済学における地方自治の研究についてまとめている.こ の地方 自治研究では,

主 に公共財供給か ら地方自治を考えるアプローチ と,自 治体形成の側面から地方自治を考える

アプローチがある.こ の2つ の方法について,そ の考え方の特徴 を明 らかにし,次 節における

市町村合併のあ り方を議論するためのベ ンチマークとすることとする.

4節 では,市 町村合併の実証分析 に関する議論についてである.こ こでは,2000～2002年 ま

で総務省の市町村合併推進室長 として市町村合併政策の推進にあたった高島[46]を 利用 して,

市町村合併の論理 とその根拠に関して,先 の3節 までの議論を利用して,そ の妥当性を検討す

る.こ こでの主要な問題意識は,(3)近 年に実施されている市町村合併推進政策は,ど のような

地方自治体を実現 しようと考えているのか,そ してその実現 しようとする姿は,地 方 自治法が

想定する自治体像や地方分権改革の方向性 と矛盾する点はないのであろうか,(4)現 代における

地方自治体 とは何か,そ してどのような形が期待 されているのか,の2つ である.最 後5節 は,

本稿の議論の要約 と仮説群の提示 を行っている.

本稿の議論か らは,そ の結論ではなく,検 定すべ き多 くの仮説 を導 くことがで きる.そ の仮

説群 は,次 のとお りである.(i)市 町村合併が,歳 出に関する規模の経済(ス ケール ・メリット)

の存在を根拠 として実施されるとする.こ のとき節約 された歳出が地方交付税交付金の削減 と

して埋め合わされるとする.こ の場合,住 民 には自発的な意思による市町村合併を行おうとす

る誘因はないのではないか,(ii)市町村合併は,あ る人口規模を持つ自治体の形成を目標 にして

いるとする.こ の とき現在の地方 自治法に定められる直接請求権行使のための署名数は,比 例

的に増加する.こ の ような請求要件の事実上の引上げは,住 民 自治を制約する方向に働 くこと

はないのであろうか,(iii)いま全国の市町村は,そ の財政難を理由として,市 町村合併に取 り組

んでいると考える.こ のとき政府が積極的に市町村合併推進政策を進めようとする誘因を持っ

ているとすると,現 在の地方自治体 に財政力 をつけることになる政策は当面の問は望 ましくな

い.し たがって市町村合併推進政策を進める限 りは,課 税裁量権 に関する地方税改革や国か ら
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地方への財源移譲を進めることはないのではないだろうか,(iv)いま市町村合併こそ住民 自治の

根幹をなす ものであり,最 も住民投票に相応 しいテーマであると考える.こ のとき市町村合併

に関する住民投票 とその投票結果が,市 町村合併推進政策を阻む要因 となっているとする.こ

のとき市町村合併を推進 したいと考える政府 は,な るべ く住民投票の活用を制約する方向に強

い意識 を持つことにならないであろうか.以 上の仮説提示 を目標 として,本 稿 はその議論を

行ってゆくこととする.

2.地 方 自治の実証分析

本章では,日 本における地方 自治の実証分析の概要について説明する.以 下1節 では,日 本

の地方自治制度と分権改革の関連について,2節 では日本の住民 自治に関する分析や議論をま

とめ,3節 では本章の若干のまとめを行っている.

2.1日 本 の地方 自治制度 と分権改 革

本節では,日本の地方自治と市町村合併に関する実証分析の前提 となる制度の現状を説明し,

地方分権改革の方向性 とそれに関連する実証分析の結果をまとめることが目的である.以 下で

は,は じめに地方自治の現状 と制度改革の方向性を説明した後,地 方税制改革と地方公共サー

ビスに関する行財政改革の論点 とその研究成果について述べている.

地方 自治の現状とその制度改革

日本の地方 自治制度は,憲 法 に基づ く地方自治法とその関連法 によって規定されている').

これらの法令は,「地方自治の本 旨」に基づいて組織及び運営に関する事項を定めることとされ

ている.「地方 自治の本旨」は法令上に明確 な言及はないものの,一 般にその精神は住民 自治 と

団体 自治 という原則によって特徴づけ られると考えられている.住 民自治 とは,地 域の問題は

当該地域の住民が自主的に処理 ・解決 してゆ くという原則である.団 体 自治とは,地 方自治体

は国とは別個の団体であると考え,地 方的な事務はその団体の任せるという原則である.日 本

の地方自治制度は,こ の住民自治と団体 自治の原則に則 り,そ の制度設計 と運営が行われるも

のとされている.

しか し日本の地方 自治体 は,非 常に制約 された形で自治運営を行っている側面がある.い ま

簡単な地方 自治体の機能を考えると,地 方自治体 とは当該地域の住民から税(地 方税)を 求め,

その確保 した税収の範囲内で公共サービス(地 方公共サービス)を 提供する主体である.こ の

1)五 百旗頭[16]で は,地方自治法が,農地改革と並んで,日本の自主改革の取り組みにも関わらず,GHQ

がそれを拒否して介入し,よ り徹底した改革を求めて策定された側面を明らかにしている.
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とき住民 自治と団体 自治の原則に基づけば,地 方自治体 には(1)どのように税 を賦課するか(課

税 自主権),(2)ど のような公共サービスを提供するか(裁 量的サービス供給)に 関 して,そ の裁

量権があるものと考えることができる.し かし従来の日本では,地 域間格差を生む可能性があ

る権限を容認することは難 しいとの考え方から,こ の両者の裁量権の認定(も しくは運用)は

非常 に制限的であった.

地方税制度 とその改革

このため地方税については,地 方税法によって地方 自治体の裁量的課税をなるべ く排 し,特

段の事情がある場合に限 り,政 府がその裁量的課税を認めるという立場であった.し かし全国

一律の地方税体系を採用することの弊害は,地 方自治体の税収に大幅なばらつきを生むことで

ある.こ れはたとえ地方税体系や税率が全国一律でも,課 税対象 となる客体が地域間に偏在 し

ているので,税 収が課税対象の分布 に依存 して しまうためである.こ のとき仮に収支一致を原

則 とする地方自治運営に任せたとすると,地 方自治体の供給するサービス水準は徴収すること

ができる税収額に依存する.こ の結果は,地 域 間格差 をなるべ く容認 しないという考え方とは

両立しない.こ のため全国の各地域 に標準的な地方公共サービスの供給を財政的な側面か ら支

える制度 地方交付税交付金制度が用意された.す なわち制約的な地方税制度と地方交付税交

付金制度は,日 本の地方自治運営における歳入面の最大の特徴であるといえる.

2000年 から実施に移された地方分権改革は,こ の地方税制のあ り方に大幅な変革をもた らそ

うとするものであった.一 般に地方税には,税 法によって定められる法定税 と,地 方 自治体独

自に設定する法定外税がある.法 定税については,課 税対象は地方税法に定められた方法に従

うことが原則であるが,そ の税率設定については地方 自治体の裁量がある程度認められるよう

になった21.法 定外税 は,総 務省 との事前協議が必要なものの,ど のような課税対象 を考え,税

率 をいくらに設定するかは地方自治体の裁量権の範疇 となった3).こ のような地方自治体 にお

ける課税裁量権の問題に着目した分析を行ったのが,山 下[65,66]で ある.山 下[65]は,

法人住民税における超過税率の採否に関する決定要因について分析 し,近 隣市町村の採否の状

況 ・昼夜間人口比率の高さ ・財政力指数がその要因となっていることを明らかにした.ま た山

下[66]は,地 方分権に対応 した地方税のあ り方について検討 し,課 税裁量権の拡大 という地

方分権は法人課税に依存 しない形にすることが望ましいとしている4).北村[36]は,法 定外税

導入の過程における首長 ・議会 ・総務省の選択行動をゲーム理論の観点から検討 し,そ の導入

において重要な決定要因となるのは,首 長 と議会の間で合意点を探 る取 り組みと,総 務省との

問のインフォーマルな協議の機会であることを明 らかに している.

2)地 方税のしくみと法制度の詳細については,碓井[23]を 参照.

3)法 定外普通税である茨城県の核燃料等取扱税の経過については,林 ・務台[56]を 参照.
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これに対 して,近 年の三位一体改革に端 を発する地方行財政改革は,地 方への財源委譲と地

方交付税交付金の抑制が議論されている.こ の改革の方向性に関する分析や議論は,佐藤[41],

赤井 ・佐藤 ・山下[15]が ある.佐 藤[41]は,地 方財源の拡充の問題に注 目して,地 方自治

体の財政規律 と財源拡充を実現するための条件を検討 し,国 ・地方の主要税源を共有化 して地

方の基礎的財源にあてる共有税の構想を提示 している.ま た赤井 ・佐藤 ・山下[15]は,地 方

交付税交付金制度に内在する地方 自治体の財政規律への影響に関して,契 約理論を利用 した分

析 を行い,そ の改革の方向性 についての政策提言を行っている`).こ の ように従来には,地 方分

権改革による地方自治体の課税裁量権の拡大 と,そ の問題点についての議論が行われきたが,

近年では地方への財源委譲を前提 とした地方交付税交付金制度のあ り方に関心が移ってきてい

る.

地方公共サービスとその改革

次に地方 自治体の供給する公共サービスに関する点についてである.従 来,地 方 自治体の事

務 には,固 有事務 ・団体委任事務 ・行政事務 などと呼ばれる自治事務 と,個 別法令によって国

から処理を委任 された事務である機関委任事務の2つ があった.し か し機関委任事務の弊害が

指摘 されるようになり,2000年 の地方分権改革を機に,地 方 自治体が専 らの責任にて行 う自治

事務 と,国 が本来果たす責任があるもので,地 方自治体 に処理を委任する事務である法定受託

事務 に整理統合された.こ のように国 と地方自治体の責務の範囲は,地 方分権改革を機会にあ

る程度明確になった.

しか し日本の地方財政制度の特徴 は,地 方 自治体の歳入構造が地方税収,地 方交付税交付金,

そして国庫支出金に依存 している点にある.国 庫支出金とは,国 庫委託金 ・国庫負担金 ・国庫

補助金の3つ を合わせたものを言い,国 の方針や利害に関する政策を実施する場合に,地 方 自

4)こ の理由は,次のとおりである.い ま地方自治体に法人課税に関する完全な裁量権がある場合を考える.

このとき地方自治体は,企 業を誘致して,法 人税収を最大にしようとする誘因があるので,地 方自治体問

で法人課税に関する競争が発生する(租税競争).企 業は,なるべく納税額を最小にしたいとする誘因があ

るので,最 も安い課税額を提示する地方自治体の地域に立地 ・移動する.こ のような租税競争によって,

課税標準となる客体が地域間で移動するため,税 収の安定性から望ましくないと考えられるためである.

また企業誘致のための補助金もある種の法人税減税と同じ効果を持つので,同 様の問題が発生する.こ の

問題の関心の高さの一例として,『月刊 税経通信(税務経理協会)』では毎年全国市町村税率一覧を集計し

ている例などがあげられる.ま た山崎[64]で は,都 市経済学の側面から望ましい課税自主権のあり方に

ついて議論している.

5)こ の地方交付税交付金制度が持つ制度的歪みの一つに,交 付団体の税収増加努力が阻害されているので

はないかという論点があった(例 えば,土 居丈朗 「やさしい経済学 地方財政の将来 第3回 地方交付税

の問題点」日本経済新聞,2001年3月7日,朝 刊.).こ れは,地 方交付税交付金制度が地方自治体の歳入

を保障する制度であるので,自らの歳入確保の努力を削ぐ仕組みであるとされたためである.し かし近年,

西川・横山[54]は,地 方税徴収率について,交 付団体と不交付団体で統計的有意な差は観察されなかっ

たことを明らかにしている.
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治体 に対 して支出される補助金のことである.特 に国庫負担金 と国庫補助金を合わせた国庫補

助負担金は,国 の裁量が大きい部分であり,地 方自治体の実施す る公共事業に大 きな影響を与

えるものである.ま た政治的な側面も無視できない補助金制度である(小 林[38,39]).す な

わち地方分権改革によって,国 と地方自治体の責務の範囲が明確 になったとして も,最 終的に

は国庫補助負担金により地方自治体の実施する事業や公共サービス水準が規定されてしまう側

面は否めなかった.

この国庫補助負担金の持つ問題については,近年 に改革が進め られるようになってきている.

三位一体改革に関連する地方行財政改革では,地 方への権限委譲 と国庫補助負担金の抑制が議

論 されている.こ の改革では,義 務教育や生活保護 国民健康保険などが取 り上げられている

が,地 方 自治体にとっては財政的裏付けのない権限委譲には消極的であり,監 督権 限を持つ行

政 にとっては権限の源泉である国庫補助負担金の改革には賛同で きない部分が少なか らずあ

る.こ のため国庫補助負担金の改革に関する議論は始 まったばか りであるが,今 後 どのような

展開を見せるかは不透明である.

他方,現 行の枠内のなかで,地 方公共サービスのあ り方の改革 を進める動 きもある.そ の代

表的な流れが,ニ ュー ・パブリック ・マネジメント(NPM)で ある.ニ ュー ・パブリック ・マ

ネジメン トとは,民 間企業における経営理念 ・手法,さ らには成功事例などを可能なかぎり行

政現場に導入することを通 じて行政部門の効率化 ・活性化 を図る手法である(大 住[24,25]).

澤野[43]で は,ニ ュー ・パブリック ・マネジメントを契約理論の側面から捉 え,地 方自治体

の業務外部委託における契約のあ り方について検討 し,成 果指標 を一律に利用した委託契約が

必ずしも望 ましいわけではないことを議論 した.こ の分析では,そ の事例研究として,公 立保

育園の公設民営化 と公立病院の公営企業管理者を取 り上げている6).

特 に公立保育園に関しては,従 来は全国的な児童福祉政策の一環として,国 による市町村へ

の関与が非常に大 きい分野であった.市 町村が実施する保育サービスの費用は,国 と地方によ

り按分される規定であったが,そ の一方で法令や通達規則によってサービス内容 と供給方法が

厳密 に定められていた.し か し公立保育園の公設民営化のような自治体業務の外部委託の推進

のためにも,従来の法令解釈や通達規則は柔軟に解釈 されるようになってきている(澤 野[43]).

すなわちニュー ・パブリック ・マネジメントの推進には,現 行の政府間関係や地方財政制度の

枠内で,地 方公共サービスの供給方法の変革を促 し,そ の財政効率と地方 自治体裁量を高める

側面があるものと考えられる.

6)こ の業務外部委託(事 務委任)の 実施が,市 長の選好によって規定される側面を明らかにしたのは,小

林[38]で ある.こ の分析では,財 政的コンサーバティブな市長と財政的リベラルな市長の間には,そ の

実施状況に格差があることを明らかにしている.
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2.2日 本 の地方 自治制度 における住民 自治

日本の地方自治体は,(1)ど のように税 を賦課するか(課 税自主権),(2)ど のような公共サービ

スを提供するか(裁 量的サービス供給)に 関して,非 常に制約 された形で運営を行っていた特

徴があった.そ してその見返 りとして,全 国一律の行政サービスを担保する制度的 ・財政的裏

付けが用意 された.こ の場合,当 該地域で どのような税を賦課 して,ど のような税率を設定 し,

その税収の範囲内で どのような公共サービスを供給するかについての選択の余地が非常 に小さ

いため,住 民 自身が これらのテーマについて政治過程 を通 じて選択するという意味での住民 自

治の機能が弱かった側面がある.い まここで,地 方 自治体に自由な課税 自主権とサービス供給

に関する裁量権がある場合を考え,住 民の選択が どのような政治過程で実現 されると考え られ

るかを整理する.

以下では,は じめに住民の選択 を反映させ る政治的な仕組み として考えられる首長選挙 ・直

接請求(条 例制定)・住民投票の3つ を検討する.そ の後に,政 治的仕組みによって実現が期待

される住民の選択に関して,そ れを補完的に支える住民監視制度の役割について検討する.

首長選挙 と公約の役割

首長選挙が,住 民の選択を反映することとなる理由は次の とお りである.首 長にな りたい と

考える立候補者は,首 長選挙において,実 現 したいと考える課税や公共サービスの内容を明示

した公約を提示 し,有 権者に訴える.他 方,他 の課税や公共サービスのプランが望ましいと考

える人は,そ の内容を明記 した公約を掲げ,立 候補することができる.す なわち一人の立候補

者 に,課 税や公共サービスに関する一つの公約が伴 うことになる.す なわち首長選挙は公約問

競争となり,最 多得票 を獲得 した立候補者の当選は,最 も住民の人気を獲得 した公約であると

解釈することがで きる.そ してその当選者によって公約が実施 されると,最 も住民に好 まれた

課税や公共サービスのプランが実現されたことになる.こ れが,首 長選挙によって住民の選択

が地方 自治に反映されることとなる基本的な仕組みである7).こ の政治過程は,近 年における

マニフェス ト選挙の考え方と非常に近い.た だ しこの仕組みが機能するためには,公 約は数値

7)こ のように立候補者は公約の代理に過ぎないとする考え方は,森 嶋[63]が 代表的である.た だし公約

競争の帰結に関する議論も重要である.い ま有権者が公約のみに基づいて投票を行っている場合を考え

る.こ のとき立候補者(も しくは政党)は,最 も有権者を獲得できると考える公約を提示しようとする.

すると当初はかなり対立した公約を掲げていた立候補者も,な るべく中立もしくは敵方の有権者を獲得し

ようと考えれば考えるほど,自分の公約に対立候補の掲げる点を取り込まなければならない.す なわち公

約競争の帰結は,立候補者間の公約が非常に似通ったものとなることである.こ のような場合,複 数の立

候補者が出たとしても,公約問には大差ないことになる.こ の場合には,公 約以外の要素が当選要因とな

ることは排除できない.こ のような公約競争の側面については,Hotelling[9],Downs[6],岸 本[34]

を参照.
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目標 を含む具体的なものでなければならず,当 選 した首長が公約 を翻さないことが重要な条件

となっている.

直接請求による条例の制定改廃

次に住民は,自 らの選択や意向を反映 した条例案を作成 し,首 長に対 してその制定を求める

ことがで きる(直 接請求による条例の制定改廃).こ の請求要件は,有 権者の50分 の1以 上の

署名を集めることである.直 接請求を受けた首長は,請 求が有効 と確認された場合,議 会にそ

の条例制定案を付議 最終的に議会の議決によって,そ の制定が決定される.し か し住民発議

による条例制定請求は,議 会で否決されることが多い.ま た地方税や使用料 ・手数料の徴収に

関する条例は,制 定 ・改廃請求の対象 とされてお らず,こ の権利 も制限的に運用されている.

住民投票 とその政治的意味

最後は,住 民投票についてである8).い まある地域が,こ れまで保持 してきた価値観や習慣に

対 して,大 幅な影響を与 えざるを得 ない政策の実施や変更に直面 した時,そ の実施 ・変更につ

いての是非は住民の表決(投 票)で 決すべ きとする立場がある.日 本では,こ の種の表決を制

度化(義 務化)し ている地方自治体 は少ないので,通 常は次のような流れを取ることとなる.

最初 に住民発議による住民投票条例の制定請求を行い,議 会の付議 可決後 に首長による住民

投票実施に関する判断が行われる.し か し住民投票条例 には,地 方自治体や首長に対 して,投

票結果に従 うことを求める条項を盛 り込むことはできない と考えられている.こ れは上位法 と

なる憲法や地方自治法には,地 方自治体や首長に,条 例制定による住民投票の結果に服する義

務があることは述べ られていないことを根拠 としている.こ のように日本の住民投票は,そ の

投票結果に強制力はないものの,首 長はその投票結果 を無視することは政治的に難 しく,通 常

では住民投票結果がそのまま尊重 される場合が多い.ま たこの種の住民投票は,い ったん住民

投票条例を制定 した場合 には,そ の投票結果に服することのみならず,投 票の実施を拒むこと

が難しい側面を持っている(民 意の無視批判).こ のため一般的には住民投票条例の制定が,最

大の焦点 となっている.

澤野[42]で は,こ のような政治的拘束力の強い住民投票の性質に注 目して,投 票を実施 し

た首長は,投 票結果をどのように解釈すべ きかを検討 した.沖 縄県が実施 した住民投票を事例

として分析 し,(1)賛 否の解釈において投票率の高低が重要な意味を持つこと,(2)他 地域の住民

投票結果を比較 しなが ら結果を解釈する場合 には,投 票内容の性質が重要な要因 となること,

8)住 民投票については,近 年その関心の高まりから多くの文献がある.地方自治法における条例制定権は

兼子[26],日 本の住民投票は今井[18],巻 町の住民投票とその政治的動向については桑原 ・桑原[37],

アメリカの実例は生田・越野[17],諸 外国のケースは今井[19],包 括的に取りまとめた文献として横田

[67],近年の市町村合併をめぐる住民投票については上田[20]な どがある.
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(3)広域(都 道府県など)に わたる投票においては,地 域間の利害が投票行動 に反映されること

を明らかにしている.

これに対 して塩澤[44]は,澤 野[42]の 分析方法は政治的特性か ら規定される投票行動要

因を十分に考慮 していない計量分析的な問題点があることを指摘 した.そ して住民投票と近い

時期 に実施 された沖縄県知事選挙の動向を明示的に考慮する場合,沖 縄における迷惑施設の地

理的分布 と住民投票の投票率 とは明確な関係がないことを示 している.

このように住民投票は,日 本の住民自治 を体現する制度 として,そ の解釈 に難 しさが伴う場

合があるものの,近 年では最 も有力な政治手段 と考えられている.ま た住民発議による条例制

定請求は,地 方税や使用料 ・手数料の徴収に関するものは含まれないため,住 民投票において

も地方税等に関する事項 は含むことがで きないものと考えられる.こ の点に関して,住 民の民

意が政策に反映 されることを目的 として,住 民税 に関する納税者投票が提案 されたことがあ

る9).今 後には,表 決による課税自主権のあ り方が議論される必要があるものと考え られる.

住民監視制度 解職請求と住民監査請求 ・住民訴訟

住民監視制度は,政 治的仕組みによって実現が期待 される住民の選択を,補 完的に支える地

方 自治固有の制度である.こ の住民監視制度は,主 に首長の行動 を監視する制度(解 職請求)

と,地 方 自治体の政策執行の適正性 を監視する制度(住 民監査請求 ・住民訴訟)が ある.以 下

では,こ の両制度の仕組みと意義について議論することとする.

首長選挙は,住 民の意思を反映する制度である.こ の制度的機能が有効に働 くためには,当

選 した立候補者が公約 を確実に履行することが前提である.し かしある立候補者は,選 挙の時

だけ住民の受けの良い公約を掲げて当選を目論み,当 選後はその公約を破棄する可能性が考え

られる.こ のような選挙行動を防 ぐ仕組みが,首 長の解職請求である.こ の解職請求要件は,

有権者3分 の1以 上の署名を集めることである.こ の請求後,選 挙管理委員会は住民投票を実

施 し,過 半数の有権者がリコールに賛成 した場合,首 長の解職が決定する.こ の解職請求制度

は,公 約の適切 な履行 を首長に強制する政治的制度 となっている.

次に首長の行動を監視する機能としては,地 方議会があげられる.地 方議会の役割はチェッ

ク ・アンド・バランス機能と呼ばれ,首 長の裁量的な行動を戒め,そ の行動を監視することが

重要な責務 として期待 されている.そ してこの住民から期待された責務の確実な履行を担保す

る制度が,議 会の解散請求と議員の解職請求である.請 求の手続 きは,首 長の解職請求と同 じ

である.

最後は,住 民が直接的に地方 自治体を監視する制度である住民監査請求 ・住民訴訟について

である10).日本の地方 自治法では,地 方自治体の違法な財務会計行為 を抑止するために,住 民

9)井 堀利宏(東京大学教授)「経済教室 納税者投票で財政に民意」,日本経済新聞,2001年4月12日,朝

刊.
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による監査制度を用意 している.ま ず住民監査請求は,一 年以内の自治体財務行為 と特定の職

員の行為を対象として,そ の監査 を当該地方 自治体の監査委員に請求する.こ こで自治体の財

務行為とは,(1)公 金支出,(2)財 産の取得 ・管理 ・処分,(3)契 約その他債務行為,(4)税 その他の

公金徴収や財産管理を怠 る事実の4つ である.住 民訴訟は,上 記の住民監査請求に不服等があ

る場合に,提 訴することがで きる.こ の訴訟 は,請 求内容により1号 請求から4号 請求までの

4つ に区分 されている.

近年,こ の住民訴訟の濫訴が問題視され,訴 訟の頻発によって首長 と職員の政策判断が萎縮

す るとの指摘がなされ,主 に首長や職員個人を相手 とする4号 請求に関する改正が議論 された

(日本経済新聞,2001年11月19日,朝 刊.).し か し地方分権の推進においては,住 民訴訟に

よる住民監視は重要であ り,そ の改正に関する問題点 も指摘されている11).この住民監査請求 ・

住民訴訟が,そ の 目的どお り地方 自治体の財政規律を高め,適 正 な予算執行 を担保する制度 と

なっているのか,も しくは首長 と職員の政策判断を萎縮させる歪みのある制度なのかは,住 民

自治の観点からも非常に重要であ り,今 後にケース ・スタデ ィやその実証分析が求められてい

るテーマ といえる.

2.3本 章 に関す る若干の まとめ

本章では,日 本の地方自治に関する実証分析や議論 を利用 して,近 年の改革の成果について

検討することが目的であった.地 方税制度や財源移譲 といった歳入の側面,地 方公共サービス

供給 といった歳出の側面,そ して住民の意向を反映させる地方 自治制度の側面について,近 年

の動向と研究をまとめた.そ の概要をまとめると,地 方自治制度や地方 自治体に大幅な変化を

求めることとなる改革の影響が,特 に指摘 されているわけでない.唯 一 に議論されているのが,

三位一体改革 と呼ばれる2004年 度か ら実施 された地方交付税交付金の削減の影響である.こ

のように地方分権改革から三位一体改革 と地方行財政制度改革が実施されているものの,そ の

改革の発想に連続性がないことが最大の特徴であるものと考えられる.

3.経 済学 における地方 自治 の研 究

本章では,経 済学における地方 自治の研究の特徴 とその概要を明らかにすることが目的であ

10)こ の他に,直接請求権に基づく事務監査請求という制度があり,その請求要件は有権者の50分 の1以 上

の署名を集めることである.住 民監査請求・住民訴訟の役割は兼子[26],住 民監査請求の実務は東京都住

民監査請求研究会[48],住 民訴訟の実務については伴 ・大塚[58],住 民訴訟の体系的な研究として碓井

[21,22]が ある.

ll)安 念潤司(成蹊大学教授)「経済教室 地方分権の推進 自治体監視の必要性増す」,日本経済新聞,2001

年10月5日,朝 刊.
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る.以 下1節 では,公 共財概念に基づ く地方公共財の特徴 とその議論について説明する.2節

では,地 方 自治体のモデル分析に注目して,ど のようなモデルが考えられてお り,そ の特徴は

何かを明 らかにする.最 後3節 では,本 章に関する若干のまとめを行っている.

3.1公 共財供給 とその政治過程

本節では,地 方自治体の理論的根拠 となる地方公共財 とその役割ついて議論する.地 方公共

財は,地 方 自治体が供給する公共財と定義 される.以 下では,は じめに公共財の定義 とその役

割 に関する議論を行 う.そ の後に,地 方公共財の役割 とその実証分析の特徴 についてまとめる

こととする.

公共財の供給決定 とその政治過程

公共経済学では,政 府の供給する財 ・サービスは公共財的性質を持つ ものと定義される.こ

こで公共財 とは,そ の消費において非排除性 もしくは非競合性がある財 ・サービスのことであ

る.非 排除性 とは,い ったん財を供給 してしまうと特定の消費者の受益を安価 なコス トで排除

できない性質のことである.非 競合性 とは,い ったん財を供給 してしまうと,あ らゆる消費者

が同 じ量の(混 雑がなく)便 益を享受で きる性質である.こ こで政府が供給するサービスは,

少な くとも非排除性か非競合性の一つを持つ必要があるもの と考 えられている.ま た非排除性

と非競合性をともに持つ公共財は純粋公共財 と呼ばれ,国 防がその代表例である.そ してこの

公共財供給が社会的に最適となる条件は,サ ミュエルソン条件 と呼ばれ,公 共財供給水準のベ

ンチマークとなっている.

次に,こ の望ましい公共財供給水準が,国 民の自発的な拠出によって賄 うことができるかが

議論された(公 共財の自発的供給).い ま仮に国民に対 して自分が受益することとなる公共財

の便益金額を計算 してもらい,そ の額に等 しい拠出を行って もらう場合を考える.こ のとき正

直な拠出額の申告が可能であれば,最 適な公共財供給水準が実現する.し かし一般には他の人

の拠出をあてに して,自 分は過少に申告 しようとする誘因が存在する(フ リーライダー問題).

この過少申告の誘因は全員にあるので,結 局 は公共財供給水準が過少 もしくは不可能となる.

このため政府は,強 権力をもって拠出を求め(租 税徴収 を行い),政 府の意思決定によって公共

財供給を行 うもの と考えられている.

この政府の意思決定に民意を反映させる仕組みが,選 挙及び投票行動である.日 本では,国

民が国会議員を選出し,そ の選出された国会議員の多数決によって民意が反映される.こ れに

対 して公共経済学では,こ れ らの政治過程 を単純化 して,国 民の選好にある順序づけができる

場合を考え,そ の選好が中位 となる投票者の選好が,社 会の選択 として選ばれるとする考え方

がある(中 位投票者仮説).す なわちどのような公共財を提供 し,ど の程度の供給を行 うかに関
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して,最 も平均的な国民の要望が政府の意思決定に反映されることになる12).

また政府による公共財供給は,自 由な市場 に任せておいたのでは最適な供給ができないとい

う意味で,「市場の失敗」に対する政府の機能の一つ として考えられている.し か しその一方で

「政府の失敗」も存在する.「政府の失敗」とは,政 府それ自身が目的を持ち,固 有の経済活動

を行 うことで,市 場経済に歪みを与えるとする考え方である.特 に 「政府の失敗」は,官 僚機

構 自体が 目的を持ち,政 府活動に歪みを与えることがあ り,金 本[30]で は官僚機構の持つ歪

みに関するサーベイを行っている13).そ して金本[31]で は,公 共政策の採択において,こ の

「市場の失敗」と 「政府の失敗」の規模の比較考量を行い,そ れでもなお政府介入の意義があ

る場合に政策を実施すべ きであるとしている.こ のように公共経済学では,政 府の役割 を公共

財供給に限定し,「政府の失敗」が極力最小になる範囲で,政 府を機能させ ようとする考え方に

特徴がある.

地方公共財 公共経済学の考える自治体機能

次に地方 自治体の供給する地方公共財について考える.地 方公共財 とは,地 方自治体が供給

す る公共財,す なわち消費において非排除性 もしくは非競合性がある財 ・サービスのことであ

る.こ のため地方公共財 は,基 本的には公共財と同様の性質を持 ってお り,そ の自発的供給の

難 しさ(フ リーライダー問題)か ら,強 権力をもって拠 出を求め(地 方税徴収を行い),地 方 自

治体の意思決定により地方公共財供給を行 う.そ して首長選挙 とそれを補完する政治過程を通

じて,最 も平均的な住民の要望が地方自治体の意思決定に反映 されることになる.

これに対 して,公 共財研究 と地方公共財研究は,次 なる2点 の相違がある.第1は,一 地域

にある選好を持つ平均的な住民(有 権者)を 考え,そ の住民選好が地域間でばらついているこ

とを利用 して,地 方公共サービスや地方公共財の需要 を求め ようとするアプローチがあること

である.た だし以下からの研究は,先 に定義 した非競合性 と非排除性に基づ く地方公共財とは

異な り,現 行の地方 自治体が供給 しているサービス全般を地方公共サービスと定義 して,そ の

特 性を分析 している.こ のため以下では,ま ず地方公共サービスの需要に関する分析を説明す

る.

12)こ の中位投票者仮説が成立する状況は,Bowen equilibriumと呼ばれる(Bowen[4])。 このBowen

equilibriumの考え方は非常に複雑な仮定を必要とするが,中 位投票者仮説はDowns[6]の 公約競争の帰

結を公共経済学における社会選択理論から説明したものともいえる.類似したアプローチに,政 治過程と

経済選択の両面を捉えようとするBar and Davis[1]も ある.ま た現実問題として,Downs[6]の 公約競

争が実際に機能しているか否かも,政治経済学的には重要な問題である.こ れに対して業績評価投票とい

う考え方もあり,平野[59]は,政 府のパフォーマンスに対する有権者の評価が,投 票行動にどのような

影響を与えているかについて研究を行っている.小林[39]は,選 挙行動研究に関するサーベイを行って

いる。

13)ま た行政(官 僚機構)を コントロールするには政治の役割が大きいが,村 松[62]は 政策評価という手

段を通じた国民の役割を検討している.
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Borcherding and Deacon[3]は,従 来 に 考 え られ て きた 地 方 公 共 サ ー ビス 支 出 の 決 定 要 因

に 関 し て,そ の 理 論 的 ・実 証 的 な 説 明 を行 っ た.い まeは 一 人 あ た り地 方 公 共 サ ー ビ ス支 出,ω

は 賃 金 率,nは 人 口 数yは 中位 投 票 者 の所 得 とす る と,以 下 な る関 数 を 導 出 した.

lne=a11+a121nw+a131nn+a141ny(1)

分 析 対 象 は,地 方 教 育 ・高 等 教 育 ・高 速 道 路 ・保 健 病 院 ・警 察 ・消 防 ・清 掃 ・公 園 で あ る'4).

BergstromandGoodman[2]は,地 方 自治 体 間 の住 民 選 択 の 多 様 性 を利 用 し て,地 方 公 共

サ ー ビス の価 格 で あ る税 負 担,所 得,そ の他 の 要 因 との 関 連,す なわ ち地 方 公 共 サ ー ビス の 需

要 関 数 が 導 出 で き る と した.い まEは 地 方 公 共 サ ー ビス 支 出 額,1Vは 世 帯 数,Tは 中位 所 得 者

の租 税 負 担 率,γ は 中 位 所 得 額 とす る と,需 要 関 数 は以 下 の とお りで あ る.

lnE=b11+b121nN+b131nT+b141nY(2)

分 析 対 象 は,教 育 ・福 祉 を除 く地 方 公 共 サ ー ビス 支 出 ・警 察 ・公 園 で あ る15).

上 記2つ の 地 方 公 共 サ ー ビ ス研 究 の 特 徴 は,住 民 自治 と呼 ば れ る住 民 選 択 の 自主 性 と多 様 性

が 強 く仮 定 され て い る.す な わ ち仮 に住 民 選 択 が 地 方 公 共 サ ー ビス 水 準 を規 定 し て い る の な ら

ば,そ の 住 民 選 択 を規 定 す る経 済 的 要 因が 地 方 公 共 サ ー ビス 水 準 と関 係 を持 つ はず で あ る と い

う仮 説 構 造 とな っ て い る.こ の た め 日本 の地 方 公 共 サ ー ビス 研 究 に応 用 す る た め に は,こ の 仮

説 構 造 の 妥 当性 が 大 きな 問 題 とな る.し か し全 国 各 地 域 に標 準 的 な地 方 公 共 サ ー ビ ス の提 供 を

財 政 的 な側 面 か ら支 え る 制 度 で あ る 地 方 交 付 税 交 付 金 制 度 の 役 割 を考 え る場 合,こ の仮 説 構造

が 支 持 さ れ る か につ い て は多 くの 議 論 が 必 要 で あ る.ま た 小 林[39]で は,日 本 に お け る地 元

14)た だ しBorcherding and Deacon[3]は,(1)式 の関数 を導 出す るために,多 くの制度 的仮定や分析上の

仮定 を設定 している.主 な仮定は,次 の とお りである.(1)地 方 自治体は多数決 ルールによって規 定される

主体で,立 候補者間競争 は中位投票者が最 も望 ましいと考 える政策立案を促す こと,(2)住 民は,地 方公共

サー ビス支 出の費用便益 に熟知 しているこ と,(3)有権者間の票のや り取 りや裏取引は,そ の コス トの大 き

さか ら不可能 なこと,(4)中 位な選好 を持 つ人の効用関数 は,地 方自治体問で類似 した ものであること,(5)

官僚制が効率的な地方公共サービス生産の妨 げとなっていないこ と,(6)地方公共サービスの生産において

は,資 本 と労働のみを利用 し,そ れ らはある一定価格 で購入で き,資 本は地域 間で 自由移動で きるが労働

は移動で きない こと,(7)差 別的でない課税 と支出を行 うことが制度的に担保 されていること,(8)地 方公共

サー ビスは利用者数(人 口数)の 増加 とともにその質が低下することである.す なわちこの分析 方法 を応

用する場合 には,上 記の仮定が満 たされているか否かが重要な条件 となっている.

15)た だ しBergstrom and Goodman[2]は,(2)式 の導 出とその分析のために,政 治過程 の性質について非

常 に単純 な仮定 を採用す ると明言 している.主 な仮定は,次の とお りである.(1)地 方公共サー ビス水準 は,

地方固有の要因に よって規定される費用構造か ら規定され る,(2)あ る消費者 の租税負担率 は資産 ・所得 ・

その他 の要 因に依存す るが,当 該地方 自治体の地方公共サー ビス水準や,消 費者が地方公共サービスを要

望する方法 には依存 しない,(3)消 費者の地方公共サービスの価格 は,租 税負担率 に追加 的な地方公共サー

ビス供給 費用 をかけたものである,(4)地 方公共サー ビスの供給量 は,住 民 が求め る需要量のメディアンに

等 しい,(5)住 民が求める需要量 のメデ ィア ンは,中 位所得 を持つ住民の需要量である.こ れ らの仮定が満

たされる場合,各 地方 自治体にお いて選択 され る地方公共サービスの量は,当 該地方 自治体内における中

位所得 を持つ消費者 によって望まれ る量 となるとしている.同 様 にして(2)式 を利用 した分析 を行うには,

上記の仮 定条件が満 たされているかが重要 な点 となってい る。
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利 益 投 票 モ デ ル の 妥 当性 を明 示 的 に 考 え,地 方 自治 体 財 政 にお け る政 治 的 ノ イ ズ の影 響 を明 ら

か に し て い る16).こ れ らの 議 論 を考 慮 す る場 合,日 本 の 分 析 に お い てBorcherdingandDeacon

[3]やBergstromandGoodman[2]の 方 法 を利 用 す る に は,そ の 住 民 選 択 の 構 造 に つ い て 精

査 す る必 要 が あ る もの と考 え られ る17).

公 共 財 研 究 と地 方 公 共 財 研 究 に つ い て,第2の 相 違 点 は地 方 自治 体 の規 模 を規 定 す る 人 口数

で あ る.国 防 の よ うな 国 全 体 が 供 給 を担 う公 共 財 で は,国 民 全 体 が 消 費 者 で あ り,そ の 人 口数

が急 激 に変 化 す る こ とは 少 な い.こ れ に対 して 地 方 自治 体 が 供 給 す る地 方 公 共 財 は,そ の 供 給

対 象 は住 民 で あ るが,人 口移 動 の 自由 を考 え る場 合,住 民 数 は地 方 自治 体 の 政 策 に依 存 す る こ

と に な る.こ れ は魅 力 的 な地 方 自治 体 に は,魅 力 的 で な い 地 方 自治 体 か ら人 口 が 流 入 す る可 能

性 が あ る か らで あ る.こ の た め地 方 公 共 財 研 究 で は,地 方 自治 体 にお け る 人 口 数 を どの よ う に

捉 え るか が 重 要 な点 とな る.次 節 で は,こ の 点 に注 目 した 議 論 を行 う こ と とす る.

3.2地 方 自治 体 の モ デ ル と そ の 議 論

本 節 で は,経 済 学 にお け る 地 方 自治 体 モ デ ル の概 要 と そ の特 徴 を ま とめ る こ とが 目的 で あ る.

こ こで 議 論 す る モ デ ル は,ブ キ ャナ ンの ク ラブ 財,地 理 的 な受 益 に注 目 した 地 方 公 共 財,テ ィ

ボ ー の 地 方 自治 体 モ デ ル,そ して 都 市 経 済 学 か ら見 た 地 方 自治 体 機 能 の4つ で あ る.以 下 で は,

この4つ の モ デ ル の 概 要 を説 明 し,想 定 さ れ る地 方 自治 体 の 形 との 関 連 を検 討 し て い る.

ブキ ャナ ン の ク ラ ブ財 に よ る議 論

Buchanan[5]は,財 ・サ ー ビ ス の 受 益 に 関 して 非 競 合 性 と非 排 除性 を持 つ 純 粋 公 共 財 と,通

常 の 財 ・サ ー ビス で あ る 私 的 財 の 中 間 形 体 と して ク ラ ブ 財 を定 義 した.ク ラブ 財 とは,加 入 メ

ンバ ー で あ る ク ラ ブ員 の み に そ の 利 用 を認 め る こ とが で き る(排 除 性)が,そ の 消 費 に あ た っ

16)小 林[39]は,ア メリカと日本の地方自治体 に関す る興味深 い考察を行 っている.利 益誘導型 であ る点

はアメ リカと日本で相違がないが,日 本 では財政削減 を求める市民の声が十分 に組織 されてない点 に大 き

な相違 があるとした.そ の理由として,(1)地 方 自治体 の首長に税率 を決定す る権限がほとん ど与 えられて

いないこと,(2)地 方 自治体財政 における補助金の割合が高いため,自 治体が陳情政治に頼 りがちな傾向が

ある こと,(3)ア メ リカと比べ 強い地方マス ・メデ ィアの存在が少 ないため,財 政削減を求める候補者が一

般の有権者 に働 きかける機会が与 えられていないこ とを指摘 してい る.

17)し か し近年では,日 本においても中位投票者仮説の実証分析 が行われるようになった.日 本で最初 に中

位投票者仮説及び平均投票者仮説の経済学研究 を行 ったのは,長 峯 ・奥井[51]で ある.ま た土居[49]

では,日 本の地方財政 は制度的には中央集権的だが,地 方財政の運営は地方選挙の結果 を反映するように

中央政府が指導 していると推論 して,日 本 において中位投票者仮説が成立す るか否かを検討 している。 さ

らに土居[49]は,実 際の歳出規模が中位投票者の望 む規模に近 いほど,現 職知事の再選確率が高 まるこ

とを明 らかにしている.高 橋 ・宮本[47]は,土 居[49]研 究の精緻化を行 った再検証 を行っている.し

か し藤澤[60]で は,知 事の在職期間が長 くなるこ とで,当 該都道府県の行財政運営 の効率性を歪め る側

面 を明 らかにしてお り,中 位投票者の選好が地方公共サー ビスに反映 されているか否か は明確ではない.
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ては一定水準 まで競合 しない(非 競合性)と いうものである.そ してこのクラブ財の供給は,

一人のみの負担では賄えないため
,複 数のクラブ員を募 ることになる.こ のときクラブ財供給

費用 は,ク ラブ員が平等 に負担することとすると,そ の一人あた り供給費用は,ク ラブ員数の

増加 に伴い低下する.こ の費用構造 は,規 模の経済 と呼ばれる.他 方,ク ラブ財は,利 用水準

が低い場合には競合なく受益することができるが,あ る一定水準 を超えると利用に関する混雑

が発生する.こ の混雑現象は,ク ラブ員の受益水準を低下させるので,ク ラブ財の質が悪化す

ることを意味している.す なわちクラブ財は,供 給における規模の経済 と,受 益における混雑

現象の トレー ド・オフに注目して,そ の最適なクラブ員数やクラブ財規模,そ してその負担方

法 を考察するモデルである.

クラブ財理論は,あ る共同利用財産や施設がある場合,そ の設立や維持管理に関する分析理

論である.こ こでクラブ員を住民 その負担 を地方税 と考える場合,人 口数で表現 した地方 自

治体規模の分析 に応用 される.た だ しこのクラブ財理論は 「(クラブ員でない者を受益か ら)排

除することが可能な場合 におけるメンバーシップの設立や負担方法のルール化」に応用できる

ものとされている.こ のため地方自治体分析 に応用する場合は,地 方自治体が何 らかの手段で

人口数をコントロールすることができるか,当 該住民以外の受益 を排 除する方法を有 している

ことが重要な条件 となる.Buchanan[5]が その例示 として述べているように,こ のクラブ財

理論は農業設備 ・水利権 ・漁業権 ・入会権のように地域固有の共同利用財産や施設があ り,そ

の設立や維持管理が地域の主な存立基盤 となっている地方自治体が最 もモデルの想定に近い.

日本の地方 自治体では,主 に町村が当てはまるものと考えられる.

地理的な受益に注目した地方公共財による議論

これに対 して,地 理的な受益に注 目した地方公共財の議論がある.柴 田・柴田[45],堀 場[61]

は,非 競合性 を持つ公共財で,地 理的な要因によってその便益の及ぶ範囲が規定される財 ・サー

ビスを地方公共財 と定義 した18).こ の地理的な受益に注 目した地方公共財の議論が応用 しやす

いのは,山 間地で谷間となっている盆地地域や離島などの地方 自治体である.例 えば離島にお

ける消防活動は,防 火サービスという便益 を島民は等 しく受益す ることができるが,島 外地域

の住民には何の受益 もない.す なわち離島という地理的要因が,島 民以外の地方公共財の受益

を排除 しているといえる.こ のように地理的に隔離された地域では,地 方公共財供給の観点か

ら,あ る地域的な自治が成立する可能性がある.日 本では,一 村 自治や一島自治 と呼ばれるこ

とがある.こ の場合に形成される地方自治体 は,地 理的な要因から規定されるので,そ の人口

規模がどのような水準になるかは,当 該地域固有の要因(経 済水準 ・交通体系など)か ら規定

される.

18)た だし柴田・柴田[45]は,こ の定義に加え,ク ラブ財と後に説明するティボー議論を応用した分析を

行っている.ま た堀場[61]は,地 方公共財に関するサーベイを行っている.
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テ ィボ ー の地 方 自治 体 モ デ ル に よ る 議 論

Tiebout[14]は,サ ミ ュエ ル ソ ンの 公 共 財 は国 レベ ル(連 邦 レベ ル)に お け る公 共 サ ー ビ ス

供 給 を考 え て い るが,実 際 の 公 共 サ ー ビ ス の 大 半 は地 方 自治 体 レベ ル で供 給 され て お り,そ の

公 共 財 概 念 は 十 分 に現 実 を説 明 して い な い と批 判 した.特 に 国 レベ ル で供 給 され る公 共 財 は,

政 治 過 程 を 通 じ る こ とに よ っ て の み しか,政 府 の 歳 入 ・歳 出パ ター ン に消 費 者 の 選 好 を 反 映 さ

せ る こ とが で き な いが,そ の 機 能 で す ら十 分 な も の で な い.そ れ に対 して 地 方 自治 体 レベ ル で

供 給 され る 地 方 公 共 サ ー ビス は,既 存 の 社 会 経 済 構 造 を通 じる だ け で,適 切 に消 費 者 の 選 好 が

反 映 され て い る 点 に特 徴 が あ る と した.こ こで は,再 び 非 競 合 性 と非 排 除 性 に基 づ く地 方 公 共

財 で は な く,現 行 の 地 方 自治 体 が供 給 して い るサ ー ビ ス 全 般 で あ る地 方 公 共 サ ー ビ ス を 考 え て

い る.

い ま消 費 者 は,各 地 域 の サ ー ビス 水 準 とそ の 負 担 を 比 較 して,居 住 地 を 選 択 す る場 合 を考 え

る.こ の と き地 方 自治 体 の 設 定 す る 歳 入 ・歳 出 パ タ ー ンが 示 さ れ,そ こ か ら地 方 公 共 サ ー ビス

内容 が 規 定 され る と考 え る.こ の と き消 費 者 が 居 住 地 を選 択 す る こ と は,地 方 公 共 サ ー ビス 内

容 が,自 らの 選 好 に最 も近 い 地 方 自治 体 の歳 入 ・歳 出 パ ター ンを 選 択 した と考 え る こ とが で き

る.そ して この 各 地 方 自治 体 で 設 定 され た項 目 ご との 歳 出 額 を合 計 す る こ とで,す べ て の 消 費

者 の 選 好 が 適切 に反 映 され た公 共 サ ー ビ ス水 準 を求 め る こ とが で き る と した.一 般 に この プ ロ

セ ス は,地 方 自治 体 の 設 定 す る歳 入 ・歳 出パ ター ンを住 民 に よる 政 治 的 な投 票 に よ っ て 決 定 す

る の で は な く,消 費 者 自 らが 最 も好 ま しい と考 え る歳 入 ・歳 出パ ター ンを持 つ 地 方 自治 体 に居

住 して 選 択 す る こ とか ら 「足 に よる 投 票 」 と呼 ば れ て い る19).

このTiebout[14]の 議 論 が 成 り立 つ に は,次 な る多 くの 仮 定 が 必 要 で あ る.(1)消 費 者 は,地

方 自治 体 問 を 自由 に移 動 す る こ とが で きる,(2)消 費 者 は,各 地 方 自治 体 の 設 定 す る歳 入 ・歳 出

パ ター ン の相 違 を十 分 に 理 解 して い る,(3)消 費 者 が 選 択 す る た め に数 多 くの 地 方 自 治体 が 存 在

す る,(4)雇 用 機 会 の 多 寡 に よ っ て 居 住 選 択 が 妨 げ られ な い,(5)地 方 自治 体 が 公 共 サ ー ビス を供

給 す る こ と 自体 が 外 部 経 済 や 外 部 不 経 済 を発 生 させ な い.

さ ら に こ れ らの 仮 定 に加 え,次 な る地 方 自治 運 営 の仮 定 が な され て い る.(6)各 地 方 自治 体 に

19)こ のように人々は,地 方 自治体のサービスや政策を評価 して居住選択を行 うと考えるため,最 終的 にそ

のサービスや政策の価値 は住宅価格や地価で測 定できるとするOates[11]ア プローチがある.こ の アプ

ローチに関す る実証分析は資本化仮説(Capitalization Hypothesis)と 呼ばれ,Pauly[12]はTieboutプ ロ

セスを明示的 に考慮 しない場合 における実証分析 の問題点 を議論 している.ま た高級住宅地には高い水準

の地方公共サー ビスが供給 されている可能性が考えられ るため,Gronberg[8]は その因果関係 の特定に

留意 した分析 を行ってい る例 もある。 さらにGoldstein and Pauly[7]は,Tieboutプ ロセスか ら地方公共

サー ビスに対する需要 を導出できることと,BergstromandGoodman[2]やBorcherdingandDeacon[3]

が想定する住民選択か ら導出され る地方公共サー ビスの需要関数はバイアスを持つ可能性 を明 らかにして

いる.ま たTieboutプ ロセスを明示的 に考慮 した場合,地 方 自治体の 目的は当該地域 の地価が最大 になる

ような政策や地方公共サー ビス供給 を行 うことであ り,あ たか も(地域)開 発利潤 を最大 にする ようなデ ィ

ベ ロッパーとして地方 自治体 を考 える ことがで きる とす るSonstelieandPortney[13]モ デルもある.
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はcitymanagerが お り,こ のcitymanagerが 地方公共サービスのパターンを決定する.こ こ

で地方自治体が所在する地域には固有の経済的要因があるため,citymanagerが 設定する地方

公共サービスのパターンは,その供給に関する様々な費用を形成することになる.い ま住民(居

住 した消費者)一 人あた りの供給費用(平 均費用)を 求めると,様 々な供給費用の中で,そ の

費用が最小 となる人口数が存在する.こ のため供給費用が最小 となる規模 という意味で,地 方

自治体には様々な最適人口規模が存在することになる.

そして最後に,(7)地 方公共サービスの供給費用か ら規定される最適人口規模 より人口数の少

ない地方 自治体では,そ の住民一人あたりの供給費用(平 均費用)を なるべ く小さくしようと

して新規住民 を集め ようとするし,人 口数の多い地方 自治体ではその逆の努力を行い,ち ょう

ど当該地方 自治体の最適人口規模 と現人口数が同程度の場合には,そ の現状 を維持 しようとす

ることが仮定されている.

このティボーの地方自治体モデルの特徴 は,そ のcitymanagerの 役割 にある.こ のモデル

では,citymanagerに 代表される地方自治体は,既 存住民である消費者 ・投票者の選好 に合 う

ようなその地方公共サービス内容 を考えるのではなく,な るべ くその供給費用を最小にするよ

うな人口数の達成を目的として,新 規に住民 を集めるための地方公共サービス内容を考える点

に特徴がある.こ のティボーモデルに当てはまる日本の地方 自治体 を想定することは容易でな

いが,地 方交付税不交付団体 となる独立 した財政規律 を持ち,近 隣に類似 した地方自治体があっ

て競争関係にあ り,人 口流動性が比較的高い地域が該当する.こ のような地方自治体は,東 京

圏 ・大阪圏 ・名古屋圏などの都区 ・政令指定都市,県 庁所在地などの周辺地域に位置するベ ッ

トタウンを抱える市などが近いものと考えられる2°).

最後にティボーは,自 治体合併が持つ問題点について議論 した.テ ィボーは,自 治体合併が

消費者の地方公共サービス選択の余地を狭める観点から,政 策手段 としての自治体合併 には批

判的である.そ の実施が正当化 されるのは,ど んな地方公共サービス も合併後には同じ費用で

生産され,決 して他のサービス水準を落とさない場合のみであるとした.こ れ以外の場合には,

自治体合併は消費者主権 に基づ く選択自由の原則に抵触するため,支 持されることはないとし

ている21).

20)事 実,テ ィボーは,このモデルは規模が大きく,様々な要因が変動する大都市(metropolis)に は不適当

であり,主 に農村や郊外にある地方自治体を想定していると述べている.

21)た だしこのモデルから自治体合併が正当化される場合があり,それは仮定(5)の条件を満たさない場合,

すなわちある地方自治体の地方公共サービス供給が隣接する地方自治体に対して,外 部経済もしくは外部

不経済を及ぼす場合である.こ の場合,こ の外部経済もしくは外部不経済を共有する地方自治体問で合併

することが,そ の地方公共サービス生産において効率性を生み出す要因になる.
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都市経済学から見た地方 自治体機能による議論

都市経済学では,な ぜ都市は存在するのか,そ の規模 は望ましい水準であるのか,そ して都

市内部の問題 をどの ように解決 してゆ くのかを分析する分野である.近 年,こ の都市経済学の

進展 に伴い,都 市における地方 自治体の機能と役割が議論されるようになった.以 下では,都

市の存在理由について述べた後 単純な都市の形成メカニズムを説明する22).

金本[29]は,都 市が存在する理由 として次の4つ の要因を明らかにした.第1は,当 該地

域 に移動不可能な生産要素が集中している場合であり,炭 鉱などの鉱山を中心に形成 される都

市がその一例である.第2は,生 産に非常に大きな初期投資や一定規模の建物 ・機械が必要で

あ り,あ る程度の生産規模 を持つことが平均的な生産費用を小 さくする場合,す なわち生産活

動 に規模の経済がある場合である.こ れは生産設備に規模が必要 となる場合であ り,企 業城下

町と呼ばれる豊田市(ト ヨタ自動車)・福 山市(日 本鋼管)な どがその一例である.第3は,公

共財がその地域に存在する場合である.こ れは,下 水道 ・文化娯楽施設 ・交通施設 ・通信施設

には公共財生産に関する規模の経済があり,大 都市以外では良好 なサービスが提供できない場

合があ り,こ れ らの公共財の存在が人口集中を促す要因になるためである.第4は,集 積の経

済 と呼ばれるもので,多 数の企業がある地域 に集まることで,そ の相互経済活動が より高い生

産性 を生み,そ こから都市が形成 されるというものである23).そ して大都市が形成される最大

の理由は,集 積の経済にあるとされている.

八 田[55]は,こ の都市が形成されるメカニズムをMills[lo]モ デルを利用 して,次 のよう

に説明 した.い ま一つだけの都市があ り,それ以外 は郊外である場合を考える.都 市内部では,

企業集積によって高い生産性を発揮 してお り,こ の生産が行われる地区をCBD(centralbusi-

nessdistrict)と 呼ぶ.生 産は資本 と労働を用いて行われるが,資 本は都市 と郊外間を自由に移

動 し,労 働 は労働者が都市 と郊外の賃金格差に応 じて自由に移動で きると考える.い まCBD

では,高 い生産性によって労働者に高い賃金(都 市賃金)が 支払われる.他 方,郊 外では,生

活最低 限の賃金(郊 外賃金)の みが支払われているとする.こ こで都市賃金と郊外賃金の差額

である賃金格差はプラスであるので,多 くの人は郊外 よりも都市で働こうとする誘因を持つ.

しか し都市 と郊外の相違は,企 業の生産性 に加え,そ の通勤構造にある.い ま都市では,そ

の賃金を手にするにはCBDま で通勤 しなければな らず,そ のコス トは郊外で働 く場合に比べ

てはるかに大 きい.い ま交通費 ・時間的費用 ・疲労などを合計 したコス トを通勤コス トと定義

22)都 市における公共サービス供給のあり方と地方自治体の議論については,中村 ・田渕[50],金 本[32],

佐々木・文[40]を 参照.

23)金 本[28],八 田[55]で は,集積の利益を発生させる要因として,(1)企業間でフェイス・トゥ・フェイ

スのコミュニケーションが容易となり情報交換費用を削減することができること,(2)都市の通信網を利用

することで通信費用が節約されること,(3)対事業所サービスの利用可能性が高く企業活動の効率性が高め

られること,(4)都市と他地域とを結ぶ交通輸送網が充実していることで移動費用が節約できることをあげ

ている.
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す ると,都 市労働者の実質的な賃金は,都 市賃金か ら通勤コス トを差 し引いたものである.通

勤 コス トは,CBDで ある都心か らの距離に応 じて増加するので,(都 市賃金 一通勤コス ト)は

CBDか らの距離に応 じて低下 してゆくこととなる.結 局,CBDか らある距離 を持つ地点にお

いて,(都 市賃金一通勤 コス ト)と 郊外賃金は等 しくなる.そ の地点を都市の境界 として,都 市

で働 く人 と郊外で働 く人の分岐が発生する.そ してCBDか らその境界内側 までを都市 と呼

び,そ の内部における労働者 とその家族人員数の合計が都市人口となる.

このとき都市における地方自治体の役割は,あ る意味で限定的である.確 かに都市の存在理

由として,公 共財の存在があり,地 方自治体の供給する地方公共財の存在は都市を形成する理

由の一つでもある.し かし金本[29],八 田[55]で 述べ られているように,地 方公共財の存在

のみによって,都 市が存在するケースは考えにくく,基 本的には企業活動を中心 とした産業集

積 にある地域に,地 方自治体が地方公共サービスを供給する形が想定されている24).そ して都

市の境界 と都市人口は,(1)都 市における企業生産性(都 市賃金),(2)都 市における通勤構造(通

勤 コス ト),(3)郊外における雇用機会(郊 外賃金)に よって規定 される.こ のため上記の経済的

要因か ら規定される都市 を前提 として,一 つの都市をカバーする地方自治体が形成され,そ の

都市地域 と都市人口に地方公共サービスを供給することが,そ の役割 として考えられている.

このような都市構造 に基づ く地方自治体は,企 業城下町 ・交通の要所 となる街 ・県庁所在地 ・

政令指定都市などが当てはまる.こ れ らの都市をカバーする地方 自治体では,そ の規模は都市

構造か ら規定される.す なわち(1)都市における企業生産性が上昇 した場合,(2)道 路交通網の整

備 により通勤 コス トが低下 した場合,(3)郊 外の雇用機会が乏 しくなった場合 には,都 市の境界

は拡大 し,都 市人口は増加することになる.こ のとき従前の都市に一つの地方 自治体(市),従

前の郊外に複数の地方 自治体(町 村)が あったとすると,こ の都市構造の変化に基づ く都市の

拡大によって,そ の再編が求められることとなる.こ のように都市構造 の変化は,市 町村合併

の理論的根拠の一つになることを示 している.

3.3本 章 に関す る若干の まとめ

本章では,経 済学における地方 自治研究の特徴 とその概要を明らかにすることが 目的であっ

た.そ の特徴 として,公 共財供給 と政治過程 に関する議論 と,地 方自治体モデルに関する議論

を取 り上げた.こ の両者の考え方は,地 方自治や地方自治体 を説明する有力なモデルであるが,

24)こ れに対して,仮にCBDに おいて道路・公安・通信施設等の産業基盤資本によって構成される公共財が

あり,これがCBDに おける高い生産性を生み出す源泉となっている都市があった場合,ど のような公共

財供給が望ましいかを明らかにするヘンリー・ジョージ定理というものがある(八 田[55]).地 方公共財

とヘンリー・ジョージ定理に関する分析は金本[27],都 市規模とヘンリー・ジョージ定理に関する分析は

金本[29]を 参照.
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前者の公共財供給 と政治過程に関する議論では,地 域間における住民選択の多様性が前提 され

ていることが重要であった.こ の前提条件の妥当性については様々な議論があ り,直 接 に日本

の地方自治分析 に応用可能であるかは自明ではない.こ のため地方自治体の形,も しくは市町

村のあるべ き形を検討するには,後 者の地方 自治体モデルに関す る議論の方が,利 用可能性は

高いもの と考え られる.次 章では,こ の地方自治体モデルに関す る議論を利用して,市 町村合

併の要因やその望ましい形について議論 しようと考えている.

4.市 町村合併の実証分析

本章は,先 に議論 した地方自治の実証分析の成果 と,経 済学における地方自治研究の成果を

利用 して,市 町村合併推進政策の効果 とその意義を議論することが目的である.こ こで最も注

目する議論は,高 島[46]と 北川[35]で ある.高 島[46]は,当 初の政策当局者 として,市

町村合併推進政策の意義 とその解説を行ってお り,そ の主要理念に"一 県一政令指定都市構想"

があることを明 らかにしている.こ れに対 して北川[35]は,そ の批判 を行った.そ の要点は,

(1)明治の大合併や昭和の大合併では,地 方 自治体が担 うべ き責務 に対応する合併を追求しよう

と考えたのに対 して,平 成の大合併ではその理念が明確でないこと,(2)歳 出に関する規模の経

済(ス ケール ・メリット)の 活用には限界があ り,特 に全国市町村の大半を占める中山間 ・離

島地域などの地理的分布 を考えた場合,そ の効果は限定的であることを指摘 している.本 章で

は,こ れ らの議論を念頭 において,市 町村合併の意義について考察する.以 下1節 では,市 町

村合併に関する分析 とその議論をまとめ,2節 では推進政策の意義とその問題点について検討

している.

4.1市 町村合併 に関す る分析 とその議論

本節では,こ れまでの議論を利用 して,市 町村合併推進政策の意義 とその問題点について議

論することが目的である.以 下では,は じめに市町村合併推進政策の当局者がその政策を解説

した高島[46]の 議論の概要を説明する.次 に市町村合併推進政策において,数 値 目標の一つ

となっている合併市町村の人口規模 に関する議論を検討する.さ らに全国の市町村が,合 併に

ついて,ど のような理由でその誘因を持つかについて,3.2節 で議論 した地方 自治体のモデル

を利用 して,高 島[46]の 議論を比較検討する.

市町村合併推進政策の目的と効果 高島(2002)か ら見た政策根拠

高島[46]は,2000～2002年 まで総務省の市町村合併推進室長 として市町村合併の推進にあ

た り,そ の過程のなかで議論されてきた政策根拠 とその概要を取 りまとめたものである.こ の
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ため政府の考える市町村合併推進政策の根拠 を考え,そ の妥当性 を検討するためのベ ンチマー

クとなる研究書である.こ こでは,は じめに高島[46]が 述べる現在の市町村体制の問題点を

述べ,そ の後に市町村合併によって生 じる政策効果の概要についてまとめている.

今回の市町村合併推進政策は,別 称"平 成の大合併"と 呼ばれ,連 立与党の数値 目標 として,

3,200余 の市町村を1,000程 度に再編することを目標 としてお り,そ の数値根拠 は(1)昭和の大

合併 と同様に3分 の1程 度の再編 を目指す,(2)人 口10万 人の規模 を標準 として再編する,(3)町

村 を郡で統合 して550市 町村,人 口5万 人以下の市を他市又は郡に統合 して450市 の合計1000

市町村 にすることである(p.15).

そして現在に市町村合併を行わなければならない理由として,高 島[46]は 次の理由をあげ

ている.(1)地 方分権推進のために,そ の受け皿 となる基礎的自治体の構築が急がれていること,

(2)地域における生活圏が交通体系の整備により拡大 して,地 方公共財の受益 と負担が一致 しな

くなっていること,(3)少 子高齢化により福祉の担い手 としての市町村 の役割が高まってお り,

その負担に関する政策が急がれていること,(4)情報通信技術の革新(IT革 命)に より地方公共

サービスの供給方法が大幅に改善することができ,そ れが自治体組織の変革となりうること,

(5)将来を踏 まえた地域づ くりが現在 に危急に求め られていること,(6)地 方行政においては情報

公開が求められているが,市 町村合併を機に情報公開に関する地方行政関係者の意識改革が促

されること,(7)市 町村規模 を拡大することによりスケール ・メリット(規 模の経済)を 働かせ

ることができ,財政難の現在において行政コス トの節約が実現 されること,(8)市町村合併 によっ

て一体的な市街化地域の人口規模が拡大 し,都 市的産業の新たな集積が見込まれること,(9)市

町村合併による地域産業構造 の変革により,一 層の生活環境基盤の充実や産業用社会資本の整

備が期待できること,(lo)市町村合併による住民参加 という形の住民と地方行政の新たなかかわ

りが実現されることである.

これ らの点に関 しては,市 町村合併の実現 によって,そ の解決が図 られたかを検証 してゆく

作業は,今 後に残された課題である.以 下では,経 済学的手法を用いて議論することができる

(2)の生活圏拡大による受益 と負担の不一致の問題 と,(7)の 合併による規模の経済を発揮する余

地 に関する問題を議論することとする.

人口規模 と規模の経済 その理論的 ・実証的根拠

今回の市町村合併推進政策では,人 口10万 人程度を標準規模 として想定 している側面があっ

た.こ の人口規模が理論的根拠を持つのは,規 模の経済を最 も発揮で きる人口規模 となること

が実証的に支持される場合である.い ま地方自治体が供給する地方公共財には費用Cが かか

るとし,そ の費用は固定費用C0と,人 口規模Pに 応 じて決 まる変動費用C1(P)か ら構成され

ているとする.こ の とき地方公共財の供給費用は,以 下の とお りである.
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C=Co十C1(P)(3)

いまここで平均費用 と呼ばれる一人あたり供給費用を求めると,以 下のとお りである.

多一α+鯉(4)

(4)式で示 される地方公共財の平均費用曲線の形状は,先 験的には自明ではないが,一 般的には

縦軸に平願 峠 横軸に人・規模Pを 取ったグラフ上で,人 ・脚 に関してU字 型を描

くものと考えられている.そ して最 も平均費用が最小 となるU字 型曲線の底 となる人口規模

をP*と 表現すると,こ の人口規模は,最 も規模の経済を発揮する水準 となる(最 適人口規模 ・

最小効率人口規模).

実証分析では,こ のU字 型曲線となる平均費用曲線 を推定 し,そ の最適人口規模を導出する

分析が行われている.こ のタイプの研究は数多 く行われているが,林[57]が 包括的なサーベ

イと比較研究を行っている.林[57]の 研究では,そ の最適人口規模が11.8～29.6万 人の範囲

に分布することが示 されている.こ れより人口10万 人程度 とい う合併基準は,規 模の経済を

最 も発揮する人口規模 という観点から,政 策根拠 となることが支持 されている25).

しか しこの人口規模の実現を目標 とした合併基準は,次 なる2点 の問題を残している.第1

は,こ の合併により発揮 される規模の経済の成果は,だ れに帰属することになるのか明確でな

いことである.こ の規模の経済の発揮は,合 併前 と同一水準のサービスを提供した上で,そ の

供給費用の節約が実現 されるという意味を持 っている.す なわち合併後の地方自治体の歳出が

節約できることを意味している.こ の節約 された歳出を住民負担の軽減 という形で還元する場

合(地 方税 ・負担金の軽減),住 民に自発的に合併 しようとする誘因を与えることになる.し か

しこの節約 された歳出が地方交付税交付金の削減 という形で政府 に還元される場合には,住 民

との負担関係が曖昧 とな り,直 接的な合併 を促す誘因とはならな くなる.規 模の経済に関する

議論は,こ の成果に関する帰属が曖昧 となっている問題がある.

第2は,地 方自治体の人口規模の拡大が,住 民自治の機能を制約する可能性があることであ

る.特 に条例制定や事務監査請求,首 長 ・議員の解職請求,議 会の解散請求の直接請求権は,

ある一定数以上の有権者署名を集めることが,そ の請求要件 となっている.単 純に有権者規模

(人口規模)が2倍 になれば,直 接請求のための署名数は2倍 となり,そ の権利行使のための

ハー ドルが上がることになる.直 接請求権は,住 民 自治を担保す る重要な制度の一つである.

一般に都道府県や政令指定都市では,これらの直接請求権を行使することは難 しい現状があ り,

市町村合併による人口規模の拡大は,権 利行使 を制約する可能性があるものと考えられる26).

25)吉 村[68]は,人 口規模から見た規模の経済に関する包括的な研究である.一 般に規模の経済は,そ の

サービス生産において固定費用の存在が前提されているが,吉 村[68]は その要因として地方自治体の職

員数を考えている.ま た市町村が保険者となっている国民健康保険の規模に関しても同様の議論があり,

岸田[33]は その規模の経済に関する実証分析を行っている.
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表1地 方自治体モデルと市町村合併の現状

モデル 市町村イメージ その応用 予想される合併態度 高島(2002)の 議論

合併事例

ブキャナンの 町村(地 域固有の 財産区(原 発 ・産 態度:合 併反対 財産価値の将来的な
クラブ財 共同利用財産や施 廃 ・軍事施設等の 事例:伊 方町(愛 媛 消耗と,長 期的な視

設の維持管理)補 償財源を含む)県)野 の必要性(p.87)

地理的受益に 町村(地 理的条件 一村 自治 ・一島自 合併態度:?周 辺市町村が地域全
注 目した地方 から隔離された地 治 事例:久 米島町(沖 体の振興を図るとい
公共財 域)縄 県)・高山市(岐阜 う高い立場からの連

県)携 と合併 模 索(p.
90)

ティボーの地 市(地 方交付税不 都市周辺のベ ット 態度:合 併反対 東京都の都区制度:
方自治体モデ 交付団体等の富裕 タウン 事例:?23区 の都区制度は
ル 団体)解 体,い くつかの政

令指定都市 に再編
(P.105)

都市経済学に 都市(中 心区域に 企業城下町 ・交通 態度:?都 道府県一政令指定
おける地方自 企業集積がある地 の要所 ・県庁所在 事例:静 岡市(静 岡 都市構想(p.104)
治体機能 域)地 ・政令指定都市 県)・、豊田市(愛知県)

出所)筆 者作成

市町村合併の誘因 とその街のすがた

高島[46]の 議論では,市 町村合併を通 じて1都 道府県1政 令指定都市構想の実現を図ろう

とする点にも特徴がある.こ の構想 は,CBD(都 心)に 立地する企業集積地を中心に通勤圏 ・

生活圏が規定され,そ の都市構造 を基準に地方自治体がサービスを提供すると考える都市経済

学 における地方自治体機能の議論に非常に近い.す なわちこの構想 自体は,経 済学的な理論的

根拠がある提案であるといえる.し か し北川[35]で も議論されているように,日 本の市町村

の大半は離島や中山間地にあり,こ の構想のみによって市町村合併そ して政令指定都市構想を

推進することには難点がある.以 下では,こ れまで議論して きた経済学における地方 自治体モ

デルを利用 して,ど のような地域性が市町村合併に対する態度を規定するのか,も しくは予想

す ることができるのか,そ の実際の事例 と対応 させながら,高 島[46]の 議論を検討 しようと

考 えている.

表1は,地 方自治体モデルと市町村合併の現状をまとめた ものである.こ こで利用する地方

自治体モデルは,ブ キャナンのクラブ財 ・地理的受益に注 目した地方公共財 ・ティボーの地方

26)こ の直接請求権の請求要件が重要な意味を持つのは,首 長の行政運営規律に影響を与える可能性がある

からである.実 際には,直接請求に基づき解職請求に至ることは少ない.し かし請求要件が低い(有 権者

数が少ない)自治体では,首長はいつでも解職されるという脅しに常に直面している(伝家の宝刀).こ の

ような脅しの存在が,首 長に住民の意向をなるべく行政に反映させようとする努力を促すことになる.市

町村合併により請求要件が引きあがることで,こ の首長の行政努力を緩める可能性があるといえる.こ の

点は,松 並潤(神 戸大学)氏 との議論に拠るところが大きい。ここに記して感謝いたします.
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自治体モデル ・都市経済学における地方 自治体機能の4つ である.表 の第1列 目はそのモデル

の名称について,第2列 目はモデルにおいて想定される市町村について,第3列 目はその応用

としての具体的な地域特性 について,第4列 目は当該地域において予想される合併態度やその

事例 について,最 後の第5列 目はこれ らの要因に対する高島[46]の 議論を要約 している.

ブキャナンのクラブ財議論は,農 業設備 ・水利権 ・漁業権 ・入会権のように地域固有の共同

利用財産や施設があり,そ の設立や維持管理が地域の主な存立基盤となっている地方 自治体が

最 もモデルの想定に近い.す なわち財産区自体が地方 自治体 となっている場合である.現 在で

は,当 該地域における原発立地や産廃施設,軍 事施設立地に対す る補償財源もある種の財産 と

なっている.こ れ らの財産を抱える地区から構成される市町村では,他 の市町村 と合併するこ

とによって,財 産を持つ市町村住民の受益が,財 産を持たない市町村住民に移転する可能性が

あ り,基 本的には市町村合併に反対の態度を取 ることが予想で きる27).これに対 して高島[46]

では,原 発等の財産価値 は永続的に続 くものではなく,長 期的な視野に基づいた議論が必要で

あるとしている.

地理的受益に注 目した地方公共財議論は,山 間地で谷間 となっている盆地地域や離島のよう

に,地 方公共財の受益が地理的に制約されている地方 自治体が最 も想定に近い.そ のような地

域では,一 村 自治や一島自治 と呼ばれる地方自治体が成立する可能性があり,地 域内で市町村

合併が自発的に成立する可能性がある.こ の論拠に基づ く合併事例としては,久 米島町(沖 縄

県)・高山市(岐 阜県)な どがあげられる.し か しこのような離島や中山間地の市町村では,海

や山岳地帯を越えた合併が模索 される場合がある.こ の場合には,離 島や中山間地を区域に含

むことになる市町村において財政負担の懸念から消極的な合併態度に終始 し,ま た離島や中山

間地の市 町村において も何 ら受益の変化がないため積極的な合併態度 を取 らない場合があ

る28).これに対 して高島[46]で は,地 域全体の振興を図るという立場か ら周辺市町村は連携 と

合併の可能性 を探るべ きだとしている.

ティボーの地方自治体モデル議論は,地 方交付税交付金等に依存 しない独立した財政構造を

持ち,近 隣に類似 した地方自治体があって競争関係にあ り,人 口の流動性が比較的高い地域に

ある市町村であ り,主 に都市周辺に形成されるベ ットタウン街が該当する.こ れ らの市町村に

27)例 えば,原発が立地していることが主因で市町村合併が紛糾した例として,伊方原発を抱える伊方町(愛

媛県),玄海原発を抱える玄海町(佐賀県)な どがある.ま た原子力発電所の建設と地方財政の関係を分析

したものとしては,西 川[52]が ある.

28)高 島[46]で は,黒 澤上野村村長との議論が紹介されており,そ こで 「生活圏域がすでに一体化してい

る都市周辺の町村は合併すべきだが,ご自身の上野村のような山間僻地では難しいということであった(p.

45)」と述べている.ま た北川[35]で は,財政力が乏しいにも関わらず合併協議をしていない町村は,合

併効果がほとんど見込めないような離島や中山間地域にあることを明らかにしている.特 に海を隔てて合

併を模索する広域合併では紛糾することが多く,その例として中島町(愛媛県)・下甑村(鹿 児島県)な ど

がある.
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は,ま ったく市町村合併の誘因はないことが予想される.こ れは,そ もそも独立 した財政構造

を持 ち,近 隣市町村 との競争によって,効 率的な地方公共サービス供給を行っているので,何

ら合併することに意義を見出せないためである.特 に東京23区 周辺で,都 心通勤圏に含 まれ

る市町村には,こ の合併態度の傾向が強い29).こ れに対 して高島[46]は,東 京都の都区制度の

見直しを含め,周 辺市町村の合併 を通 じたい くつかの政令指定都市再編を提案している.

都市経済学における地方自治体機能の議論 は,CBD(都 心)に 立地する企業集積地を中心に

通勤圏 ・生活圏が規定 され,そ の都市構造 を基準に地方自治体がサービスを提供する機能が考

えられている.こ の議論 は高島[46]で 述べ られる1都 道府県1政 令指定都市構想 と類似 して

いる.こ の合併事例 としては,静 岡市(静 岡県)が あ り,政 令指定都市ではない ものの生活圏

の一体化を目指 した豊田市(愛 知県)・ 中津川市(岐 阜県)な どがあげ られる.し か し一体化さ

れた生活圏内にある複数の市町村が,自 発的に合併 しようとする誘因を持つか否かは自明でな

く,こ れ らの合併事例の研究は重要な意義 を持つ ものと考えられる30).

この数年に実施されて きた市町村合併推進政策は,特 例法の失効に伴い2005年3月 に一応

の終結を迎えた.し かし当初の数値 目標で掲げた1000市 町村 を実現す ることはできなかった.

このため2005年4月 か らは,新 たに合併特例法(平 成16年 法律第59号)を 制定 し,新 しい枠

組みでの市町村合併推進政策が始 まった.こ の新 しい合併特例法では,各 都道府県知事 に市町

村合併に関する勧告権 を与えて,そ の政策 を推進することとなった.総 務省は,そ の勧告基準

として 「自主的な市町村の合併を推進するための基本的な指針(2005年5月30日 報道発表資

料)」 を公表 した.こ こでは,特 に人口1万 人未満の小規模な市町村に関して,地 理的な条件や

人口密度 ・経済事情を考慮 して,そ の勧告対象(市 町村合併対象)か ら外すことが可能である

ことが明記 されている.こ のように近年では,市 町村合併における地理的要因の重要性が認識

されている.

4.2市 町村合併推進政策 とその意義

最後に市町村合併推進政策 とその意義についてまとめることとする.先 の議論をまとめる

と,住 民にしても市町村 自身にしても,自 発的に市町村合併に向かおうとする誘因が非常に弱

いことが最大の特徴である.こ のような自発的な誘因が弱いなかで,政 府の市町村合併推進政

策は多 くの難題に直面 したと言える.そ して北川[35]で 明 らかにされているとお り,最 終的

29)北 川[35]で は,財 政的に良好な集団で東京都心に近い市では,人 口規模の割に合併議論が出てきてい

ないことを明らかにしている.

30)事 実,破 綻した例もある.熊本市(熊 本県)は,周 辺市町村である西合志町・植木町との合併を模索し

たが,両 村の法定合併協議会設置の是非をめぐる住民投票で反対が支持され,熊 本市の政令指定都市昇格

は難しくなった.
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に市町村合併に取 り組むことになるのは,財 政力の弱い市町村であった31).こ の意味で政府は,

市町村合併の推進のためには,市 町村の財政力を弱め,窮 乏化による半 自発的な合併誘因を引

き出し,そ の政策推進 を実施する他 なかったと考えられる.こ れが近年における地方交付税改

革の別の側面であったともいえる.

しか し高島[46]は,改 革の思想 は共通 しているものの,市 町村合併 と地方交付税の関係は

否定している.た だし地方交付税の今後の見通 しについて,次 のように述べている.「 問題は,

このマクロ,ミ クロの改革が行われて どうなっていくかとい うことなんですが,あ りていに言

えば,交 付税の配分が地方か ら都市へ,財 政力の低い団体か ら高い団体へ,規 模の小 さい団体

から規模の大 きい団体ヘ ウエ イ トが移 るということは否定で きませ ん(p.178)」.仮 に全国の

市町村が,こ の見通 しを地方交付税改革の政策の方向性であると信 じるならば,遅 かれ早かれ

自らの市町村財政の窮乏化 は明らかなため,市 町村合併 に取 り組む誘因を高めるものと考えら

れる.し かし高島[46]で も紹介されているように,「合併 しない宣言」を行った矢祭町町長が

述べた 「困った ら決 して国は見捨てない.地 方交付税 も国 も減 らせ るわけがない」 というコメ

ントのように,全 国市町村が地方交付税改革の見通 しを"信 じるに足 らない脅し"と 理解する

可能性がある32).この見通 しを信 じるに足るものにするには,実 際に地方交付税 を減額 して交

付する必要がある.近 年の地方交付税交付金の削減が,全 国市町村 における地方交付税聖域論

の本質に迫 り,そ の政府見通 しに関する見解 を変化させ,結 果 として市町村合併への取 り組み

を促 した可能性があるものと考えられる33).

そしてこのように政府が,市 町村合併に強い意欲を持ち,そ の政策推進を考えている場合,

地方自治や地方分権改革と相反する部分が出て くることが予想 される.こ の相反すると考えら

れる部分は,財 政的な側面と住民 自治の側面の2つ である.現 在,地 方分権の推進の一環とし

て,地 方税改革や国から地方への財源移譲が検討されていた.し かし市町村が合併を検討する

一番の誘因が当該自治体の財政難であるとするならば,こ れ らの地方財政的な改革が先行 した

場合,各 市町村 は財政力 を持つこととなるため,合 併への取 り組みに対する誘因を下げること

になる.す なわち地方税改革や財源移譲は,市 町村合併推進政策の妨げとなることを意味 して

いる.仮 に政府の政策優先順位が市町村合併 にあるとするならば,政 府が地方税改革や財源移

31)こ れに対して,市 町村の合併協議会の設置に関して分析を行った西川[53]で は,(1)自主財源の高い市

部で合併協議会の設置確率が高くなる,(2)合併に対する危機感が強くなると,面積の大きい町村部では消

極性が維持される(協議会設置確率が殆ど上昇しない),(3)将来的に合併へ積極的になる自治体は,面積が

大きく自主財源率の高い自立した市部,そ れと面積の小さい町村であると結論している.

32)そ もそも地方交付税交付金制度は,地域間の行政サービス格差をなるべく小さくすることを目標として,

その費用負担を財政的な側面から支える制度であったためである.し かしこの制度設計に対して,そ の歪

みを指摘する見解もある.赤井 ・佐藤・山下[15]は,次 のように述べている.「交付団体にしてみれば合

併せず,地 方交付税に依存し続けることが得になってしまうことにならないであろうか。問題なのは,現

在の交付税が小規模自治体に手厚いため,市 町村合併を行う 「誘因」を歪めていることである(p.25)」.
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譲 を積 極 的 に 進 め る こ と は難 しい と考 え られ る.

も う一 つ は,住 民 自治 の 側 面 で あ る.市 町村 合 併 は,当 該 市 町村 の あ り方 や サ ー ビス提 供 方

法 に関 して重 大 な影 響 を与 え る政 策 で あ る の で,そ の 意 思 決 定 に住 民 が 参 加 す る こ とは,住 民

自治 の 観 点 か ら は望 ま しい と考 え る の が 相 当 で あ る.そ の 一 つ の 形 と して,住 民 の表 決 に よ っ

て,そ の 是 非 を問 う住 民 投 票 が あ る.こ の市 町 村 合 併 に 関 す る住 民 投 票 は,法 制 化 さ れ て お ら

ず,基 本 的 に は 従 来 に 実 施 さ れ て きた 産 廃 施 設 ・原 発 ・軍 事 施 設 等 の 迷 惑 施 設 に 関す る投 票 形

体 と同 じ条 例 制 定 に よる 住 民 投 票 で あ る34).こ の タ イ プ の 住 民 投 票 に つ い て,高 島[46]は 「住

民 投 票 の 結 果 は 民 意 を 反 映 す る か 」の節 で,次 の よ うに述 べ て い る.「 また,経 済 理 論 で 想 定 さ

れ る理 想 的 な 経 済 人 と して,住 民 の 方 す べ て が 投 票 行 動 を行 う こ と も現 実 的 に は 困難 で あ り,

個 々 の 住 民 の投 票 行 動 が す べ て の 論 点 を総 合 評 価 して 行 わ れ る こ と をす べ て の 住 民 に期 待 す る

の は 空 理 空 論 で は な か ろ うか(p.115)」.こ の 高 島[46]の 疑 問 に答 え る に は,こ れ ま で に実 施

され た 市 町村 合 併 を め ぐ る住 民 投 票 に 関す る研 究 が 待 た れ て い る とい え る35).

しか し高 島[46]の 指 摘 に も関 わ らず,市 町 村 合 併 をめ ぐる住 民投 票 は 実 施 さ れ,そ の 結 果

が 当 該 市 町村 の 方 針 を規 定 して い る.こ の本 質 的 理 由 は,首 長 が住 民 投 票 を 実 施 した 以 上 は,

そ の 結 果 に 異 論 が あ ろ う と も,政 治 的 に無 視 す る こ とが で き な い こ と に 由 来 し て い る36).仮 に

政 府 が 市 町村 合 併 を推 進 す る こ とに 強 い 意 欲 を持 っ て い るの な らば,条 例 制 定 に よ る住 民 投 票

の 実 施 を制 約 す る方 向 の 政 策 に 強 い 関 心 を持 つ こ とに な る.住 民 の 表 決 に よ る意 思 決 定,す な

33)た だ し政府が,そ の思 うままに地方交付税交付金を裁量的に減額する ことは,法 律 や制度的な側面 は別

として,現 実的には難 しい と考えられる.こ れ は,地 方交付税交付金制度が,あ る地域 に生活する人がい

ることを条件 として給付 される補助金であるため,こ の補助金を抑制することは地方の公共サービス水準

や質の低下 をとお して,人 口移動(地 方か ら都市への移住)を 引 き起 こす可能性があるか らである.過 去

の国内産業構造は,都 市 における高度先進産業,地 方 における農水産物生産 ・大企業製造業の組 立加工 ・

観光サービスとい う分業体制によって成 り立 っていたが,こ の20年 近 くの産業構造の変革 によって,地 方

が担っていた部分の多 くは,輸入 品急増 と海外移転に取 って代 わ られて しまった.こ のため地方の多 くは,

地方交付税交付金や国庫補助金を源泉 とする公共工事 によって少な くない雇用 を支えている側面がある.

ここで地方交付税交付金 を削減す ると,地 域経済の窮乏化,そ して地域か らの人口流出が発生する可能性

がある.こ の ような地域間の人口再配分は,政 治的にも経済的に も難 しい問題 となる可能性があ り,地 方

交付税 交付金の大幅な減額は現実的 には難 しい と考え られ る。

34)市 町村合併 に関 しては,合 併協議会の設置 を住民発議 によって提案 し,そ の設置に関す る賛否を住民投

票で問 う形体の投 票があ る.こ れは法定投票制度である.

35)結 局,こ の ような議論が出て くる背景には,日 本の地方 自治制度 において,住 民 自治 とは何か,住 民 自

身が決すべ き事項 とは何か,そ してその住民の意向を反映する政治的な仕組 みは何であるのかが明確でな

い点に由来 している.特 に近年では 「住民参加」 という表現が利用 されることがあるが,そ れは 「住民 自

治」 と同義 なのか という点す ら明瞭ではない.

36)例 えば合併 に積極 的であった首長が,新 しい市の名前 として 「南セ ン トレア市」を提案 した ことで合併

議論が紛糾 し,そ の後 に実施された住民投票 にて合併が否決 された美浜町 ・南知多町(愛 知県)の 事例が

あったが,首 長はその投票結果に従い,合 併 を断念 してい る.ま た合併に消極的であ り続けた首長が,直

接請求に基づ く解職請求 を受け,解 職請求に関す る住民投票が実施され,解 職が成立 しなかった御浜町(三

重県)と,解 職が成立 した河内町(茨 城県)の 事例がある.
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わち住民投票が,住 民 自治とどのような関係 を持つかは今後に議論が求められるテーマである

が,少 なくとも住民投票の実施を制約する方向の政策は,住 民 自治を拡充する方向とは考えに

くい.す なわち政府が市町村合併推進政策に高い優先順位を置 く場合,住 民投票をめぐる改革

を期待することは非常に難 しいものと考えられる.

5.結 論

この論文の目的は,地 方税や地方公共サービス供給に関する日本の地方 自治制度を念頭にお

いて,近 年に実施されてきた地方 自治や地方分権に関する改革 と,市 町村合併推進政策に関す

る意義とその問題点を検討することであった.日 本の地方自治体は,独 自に税収を求め,自 立

した財政運営 を行 うという意味での自律性が制約されてお り,そ の財政は政府が交付する地方

交付税交付金に依存する側面が強かった.こ れに対 して地方分権改革では,地 方自治体の裁量

性 を高める課税裁量権の拡大や,国 か ら地方への財源移譲が議論検討された.同 時に地方自治

体が行う政策について,住 民の意向をより反映させる仕組み としての住民参加のあり方も検討

された.し かし近年に進め られている市町村合併推進政策では,こ れ ら地方分権改革で議論さ

れてきた地方自治体の財政力強化や住民参加の拡充 と相反する側面が出てきている.こ れは,

全国の市町村が市町村合併に取 り組む一番の誘因は当該自治体の財政難であるため,政 府が積

極的に地方財源を拡充する政策の方向性 とは相違があると考えられるためである.ま た住民 自

治 という地方自治体が立脚する理念を尊重するのならば,市 町村合併こそは住民自らが意思決

定すべき事項,す なわち住民投票テーマの一つとなる.仮 に住民 自治 もしくは住民参加が市町

村合併の推進を阻む要因となるのであれば,そ の制度的拡充は市町村合併推進政策の方向性 と

は相反することになる.こ れ らの問題は,日 本の地方 自治体はどのような姿が望ましいのかに

関する論点に,十 分な合意がないまま政策が実施されていることに端を発 している.地 方自治

体 とは,住 民が自発的に集まり,地 域のことは自己責任 によって解決を図ってゆく共同体的な

組織が基礎なのか,そ れとも行政サービスの高度化 ・複雑化に対応 した国と地方の分業体制 と

しての行政機関機能が基礎 なのか,今 後に検討されるべ き重要なテーマであると考えられる.

最後に本稿の議論から導かれる多 くの仮説 をまとめることとす る.そ の仮説群は,次 のとお

りである.(i)市 町村合併が,歳 出に関する規模の経済(ス ケール ・メリット)の 存在を根拠 と

して実施されるとする.こ の とき節約された歳出が地方交付税交付金の削減として埋め合わさ

れるとする.こ の場合,住 民には自発的な意思に基づ く市町村合併 を行おうとする誘因はない

のではないか,(ii)市町村合併は,あ る人口規模 を持つ自治体の形成を目標にしているとする.

このとき現在の地方 自治法に定められる直接請求権行使のための署名数は,比例的に増加する.

このような請求要件の事実上の引上げは,住 民自治を制約する方向に働 くことはないのであろ

うか,(ii)いま全国の市町村 は,そ の財政難 を理由として,市 町村合併に取 り組んでいると考え
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る.こ のとき政府が積極的に市町村合併推進政策を進め ようとする誘因を持っているとする

と,現 在の地方自治体に財政力をつけることになる政策は当面の問は望ましくない.し たがっ

て市町村合併推進政策 を進める限 りは,課 税裁量権に関する地方税改革や国から地方への財源

移譲を進めることはないのではないだろうか,(iv)いま市町村合併 こそ住民 自治の根幹をなす も

のであ り,最 も住民投票に相応 しいテーマであると考える.こ のとき市町村合併に関する住民

投票とその投票結果が,市 町村合併推進政策を阻む要因となっているとする.こ のとき市町村

合併 を推進 したい と考える政府は,な るべ く住民投票の活用を制約する方向に強い意識を持つ

ことにならないであろうか.以 上の仮説は,そ の妥当性の議論 と合わせ,政 治学や行政学か ら

の仮説検定が求め られていると考えられる.
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